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し
て
、
Ｘ
に
対
し
、
過
納
金
の
還
付
及

び
還
付
加
算
金
の
支
払
い
を
し
た
。
そ

の
計
算
方
法
は
、
各
年
度
ご
と
に
過
納

金
及
び
還
付
加
算
金
を
計
算
し
、
還
付

し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
Ｘ
は
、
過
納
金
及
び

還
付
加
算
金
の
計
算
方
法
に
誤
り
が
あ

る
と
し
て
、
不
足
分
の
過
納
金
及
び
還

付
加
算
金
の
支
払
い
を
求
め
る
と
と
も

に
、
国
家
賠
償
法
第
１
条
第
１
項
に
基

づ
く
損
害
賠
償
を
求
め
て
訴
え
を
提
起

し
た
の
に
対
し
、
原
審
は
、
計
算
方
法

に
誤
り
は
な
い
と
し
て
、
Ｘ
の
請
求
を

棄
却
し
た
。

最
高
裁
は
、
滞
納
処
分
に
よ
る
当
初

の
充
当
が
効
力
を
有
し
な
い
こ
と
と

な
っ
た
配
当
金
に
つ
い
て
、
他
に
充
当

さ
れ
る
べ
き
差
押
え
に
係
る
地
方
税
が

存
在
す
る
場
合
に
は
、
債
務
の
弁
済
に

係
る
画
一
的
か
つ
最
も
公
平
、
妥
当
な

充
当
方
法
で
あ
る
改
正
前
の
民
法
第

４
８
９
条
の
規
定
に
従
っ
た
充
当
が
さ

れ
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、

数
年
度
分
の
個
人
住
民
税
を
差
押
え
に

係
る
地
方
税
と
す
る
滞
納
処
分
に
お
い

て
、
当
該
差
押
え
に
係
る
地
方
税
に
配

当
さ
れ
た
金
銭
で
あ
っ
て
、
そ
の
後
に

要旨：伊東　健次
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地方自治

過
誤
納
付
金
還
付
等
請
求
事

件最
高
裁
第
三
小
法
廷　

令
和
３
年
６
月

22
日
判
決　

令
和
２
年
（
行
ヒ
）
第

３
３
７
号　

裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

原
審　

札
幌
高
等
裁
判
所　

令
和
２
年

９
月
10
日
判
決　

令
和
元
年
（
行
コ
）

第
25
号

一
審　

札
幌
地
方
裁
判
所　

令
和
元
年

10
月
24
日
判
決　

平
成
30
年
（
行
ウ
）

第
42
号

破
棄
差
戻

行
政
敗
訴

（
要
旨
）

Ｙ
市
長
は
、
Ｘ
の
市
民
税
及
び
道
民

税
（
以
下
「
住
民
税
」
と
い
う
。）
の

う
ち
、
平
成
21
年
度
分
か
ら
同
23
年
度

分
ま
で
の
も
の
並
び
に
そ
の
延
滞
金
等

に
つ
き
、
順
次
納
付
を
受
け
又
は
滞
納

処
分
に
よ
り
徴
収
し
た
と
こ
ろ
、
Ｘ
の

各
年
度
の
所
得
税
が
訴
訟
で
減
額
さ
れ

た
こ
と
に
よ
り
、
住
民
税
の
税
額
を
減

少
さ
せ
る
各
賦
課
決
定
を
す
る
と
と
も

に
、
そ
れ
に
よ
り
過
納
金
が
生
じ
た
と

減
額
賦
課
決
定
が
さ
れ
た
結
果
、
配
当

時
に
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
と
な
る
年

度
分
の
個
人
住
民
税
に
充
当
さ
れ
て
い

た
も
の
は
、
そ
の
配
当
時
に
お
い
て
当

該
差
押
え
に
係
る
地
方
税
の
う
ち
他
の

年
度
分
の
個
人
住
民
税
が
存
在
す
る
場

合
に
は
、
当
該
個
人
住
民
税
に
法
定
充

当
さ
れ
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と

し
て
、
原
審
判
決
を
破
棄
し
、
差
し
戻

し
た
事
例
で
あ
る
。

【
関
連
法
規
】	

地
方
税
法
第
41
条
第
１

項
、
第
３
１
９
条
第
２

項
、
第
３
３
１
条
第
６

項
、
民
法
第
４
８
９
条

（
平
成
29
年
改
正
前
）

判
　
　
　
決

〔
主　
　
　

文
〕

原
判
決
を
破
棄
す
る
。

本
件
を
札
幌
高
等
裁
判
所
に
差
し
戻

す
。

〔
理　
　
　

由
〕

上
告
代
理
人
Ａ
ほ
か
の
上
告
受
理
申
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同
22
年
度
分
の
税
額
を
０
円
か
ら

２
５
６
１
万
６
３
０
０
円
に
そ
れ
ぞ
れ
増

加
さ
せ
る
各
賦
課
決
定
（
納
期
限
を
い

ず
れ
も
同
23
年
５
月
20
日
と
す
る
も
の
）

を
し
、
同
年
６
月
10
日
付
け
で
、
同
23

年
度
分
の
税
額
を
１
１
９
２
万
８
７
０
０

円
と
す
る
賦
課
決
定
（
納
期
限
を
同
月

30
日
以
降
の
日
と
す
る
も
の
）を
し
た
。

（
３
）
市
長
は
、
本
件
市
道
民
税
に

つ
き
、第
１
審
判
決
別
紙
１
の
と
お
り
、

平
成
23
年
７
月
７
日
か
ら
同
29
年
12
月

26
日
ま
で
の
間
に
、
上
告
人
か
ら
納
付

を
受
け
又
は
滞
納
処
分
に
よ
る
徴
収
を

行
い
、
こ
れ
ら
の
納
付
又
は
徴
収
に
係

る
金
銭
（
合
計
６
４
６
８
万
９
７
６
０

円
）
は
、
同
別
紙
の
「
充
当
内
訳
」
欄

の
と
お
り
、
本
件
市
道
民
税
及
び
そ
の

延
滞
金
等
に
順
次
充
当
さ
れ
た
。

こ
の
う
ち
市
長
が
し
た
滞
納
処
分

（
以
下
「
本
件
各
滞
納
処
分
」
と
い
う
。）

の
概
要
は
、
次
の
〔
１
〕
～
〔
４
〕
の

と
お
り
で
あ
り
、
本
件
各
滞
納
処
分
に

お
け
る
換
価
代
金
等
は
、
差
押
え
に
係

る
地
方
税
等
に
配
当
さ
れ
た
（
以
下
、

滞
納
処
分
に
お
い
て
配
当
さ
れ
た
金
銭

を
「
配
当
金
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。）。

〔
１
〕
平
成
23
年
７
月
19
日
付
け
債

権
差
押
え

差
押
え
に
係
る
地
方
税　

平
成
21
年

度
分
及
び
同
22
年
度
分
の
市
道
民
税

差
押
債
権　

上
告
人
が
有
す
る
普
通

預
金
の
払
戻
請
求
権

〔
２
〕
平
成
23
年
７
月
19
日
付
け
債

権
差
押
え

差
押
え
に
係
る
地
方
税　

平
成
21
年

度
分
及
び
同
22
年
度
分
の
市
道
民
税

差
押
債
権　

上
告
人
が
有
す
る
普
通

預
金
の
払
戻
請
求
権

〔
３
〕
平
成
23
年
10
月
４
日
付
け
債

権
差
押
え

差
押
え
に
係
る
地
方
税　

平
成
21
年

度
分
か
ら
同
23
年
度
分
ま
で
の
市
道
民

税
差
押
債
権　

上
告
人
が
支
払
を
受
け

る
べ
き
平
成
23
年
10
月
以
降
の
毎
月
の

給
与
等
の
支
払
請
求
権

〔
４
〕
平
成
28
年
４
月
１
日
付
け
債

権
差
押
え

差
押
え
に
係
る
地
方
税　

平
成
21
年

度
分
及
び
同
23
年
度
分
の
市
道
民
税

差
押
債
権　

上
告
人
が
支
払
を
受
け

る
べ
き
平
成
28
年
４
月
以
降
の
毎
月
の

給
与
等
の
支
払
請
求
権

（
４
）
上
告
人
は
、
本
件
各
増
額
更

の
区
域
内
の
市
町
村
が
、
当
該
市
町
村

の
個
人
の
市
町
村
民
税
の
賦
課
徴
収
の

例
に
よ
り
、
こ
れ
と
併
せ
て
行
う
も
の

と
さ
れ
（
地
方
税
法
41
条
１
項
前
段
、

３
１
９
条
２
項
）、
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
還
付
加
算
金
、
延
滞
金
等
の
計
算

に
つ
い
て
は
、
道
府
県
民
税
及
び
市
町

村
民
税
の
額
の
合
算
額
に
よ
っ
て
行
う

も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
同
法
41
条
１
項

後
段
）。
そ
し
て
、
市
町
村
民
税
に
係

る
地
方
団
体
の
徴
収
金
の
滞
納
処
分
に

つ
い
て
は
、
国
税
徴
収
法
に
規
定
す
る

滞
納
処
分
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て

い
る
（
地
方
税
法
３
３
１
条
６
項
）。

（
２
）
上
告
人
の
平
成
20
年
分
か
ら

同
22
年
分
ま
で
の
所
得
税
に
つ
い
て
、

上
告
人
が
確
定
申
告
を
し
た
と
こ
ろ
、

所
轄
税
務
署
長
は
、
平
成
23
年
３
月
14

日
付
け
及
び
同
月
30
日
付
け
で
、
そ
れ

ぞ
れ
総
所
得
金
額
及
び
納
付
す
べ
き
税

額
を
増
加
さ
せ
る
各
更
正
処
分
（
以
下

「
本
件
各
増
額
更
正
処
分
」
と
い
う
。）

を
し
た
。

こ
れ
を
受
け
て
、
市
長
は
、
本
件
市

道
民
税
に
つ
き
、
平
成
23
年
４
月
25
日

付
け
で
、
平
成
21
年
度
分
の
税
額
を
０

円
か
ら
１
９
３
１
万
６
３
０
０
円
に
、

立
て
理
由
に
つ
い
て

１　

稚
内
市
長
（
以
下
「
市
長
」
と

い
う
。）
は
、
上
告
人
の
市
民
税
及
び

道
民
税
（
普
通
徴
収
に
係
る
も
の
。
以

下
「
市
道
民
税
」
と
い
う
。）
の
う
ち

平
成
21
年
度
分
か
ら
同
23
年
度
分
ま
で

の
も
の
（
以
下
「
本
件
市
道
民
税
」
と

い
う
。）
並
び
に
そ
の
延
滞
金
等
に
つ

き
、
順
次
、
納
付
を
受
け
又
は
滞
納
処

分
に
よ
り
徴
収
し
た
が
、
そ
の
後
、
本

件
市
道
民
税
の
税
額
を
減
少
さ
せ
る
各

賦
課
決
定
（
以
下
「
本
件
各
減
額
賦
課

決
定
」
と
い
う
。）
を
す
る
と
と
も
に
、

こ
れ
に
よ
り
過
納
金
が
生
じ
た
と
し

て
、
上
告
人
に
対
し
、
過
納
金
の
還
付

及
び
還
付
加
算
金
の
支
払
を
し
た
。
本

件
は
、
上
告
人
が
、
市
長
に
よ
る
上
記

過
納
金
の
額
の
計
算
に
誤
り
が
あ
る
と

し
て
、
被
上
告
人
に
対
し
、
不
足
分
の

過
納
金
の
還
付
及
び
還
付
加
算
金
の
支

払
を
求
め
る
と
と
も
に
、
国
家
賠
償
法

１
条
１
項
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
求
め

る
事
案
で
あ
る
。

２　

原
審
の
確
定
し
た
事
実
関
係
等

の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
１
）
個
人
の
道
府
県
民
税
の
賦
課

徴
収
は
、
原
則
と
し
て
、
当
該
道
府
県
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正
処
分
の
取
消
訴
訟
を
提
起
し
て
い
た

と
こ
ろ
、
平
成
29
年
12
月
15
日
、
総
所

得
金
額
及
び
納
付
す
べ
き
税
額
の
計
算

の
誤
り
を
理
由
に
、
本
件
各
増
額
更
正

処
分
の
う
ち
確
定
申
告
額
を
超
え
る
部

分
を
取
り
消
す
旨
の
判
決
が
確
定
し
た
。

こ
れ
を
受
け
て
、
市
長
は
、
平
成
29

年
12
月
27
日
付
け
で
、
本
件
市
道
民
税

に
つ
き
、
平
成
21
年
度
分
の
税
額
を

１
０
５
４
万
５
７
０
０
円
に
、
同
22
年

度
分
の
税
額
を
２
０
７
９
万
２
２
０
０

円
に
、
同
23
年
度
分
の
税
額
を
５
５
６	

万
５
０
０
０
円
に
、
そ
れ
ぞ
れ
減
少
さ

せ
る
本
件
各
減
額
賦
課
決
定
を
し
た
。

（
５
）
市
長
は
、
本
件
各
減
額
賦
課

決
定
に
よ
り
過
納
金
が
生
じ
た
と
し
て
、

平
成
29
年
12
月
27
日
付
け
で
、
上
告
人

に
対
し
、過
納
金
１
９
９
５
万
８
４
０
０

円
及
び
還
付
加
算
金
77
万
２
６
０
０
円

を
支
払
っ
た
。

市
長
は
、
上
記
過
納
金
の
額
の
計
算

に
当
た
り
、
第
１
審
判
決
別
紙
２
の
と

お
り
、
本
件
各
滞
納
処
分
に
お
い
て
差

押
え
に
係
る
地
方
税
に
配
当
さ
れ
た
金

銭
で
あ
っ
て
、
本
件
各
減
額
賦
課
決
定

が
さ
れ
た
結
果
配
当
時
に
存
在
し
な

か
っ
た
こ
と
と
な
る
年
度
分
の
市
道
民

基
礎
と
し
て
算
出
す
べ
き
で
あ
る
と
し

て
、
こ
れ
と
異
な
る
上
記
（
５
）
の
市

長
の
計
算
に
お
い
て
は
、
延
滞
金
の
額

が
過
大
に
算
出
さ
れ
た
結
果
、
上
告
人

に
還
付
す
べ
き
過
納
金
の
額
が
過
少
に

算
出
さ
れ
て
い
る
旨
主
張
し
て
い
る
。

３　

原
審
は
、
上
記
事
実
関
係
等
の

下
に
お
い
て
、
要
旨
次
の
と
お
り
判
断

し
、
前
期
２
（
５
）
の
市
長
の
計
算
に

誤
り
は
な
い
と
し
て
、
上
告
人
の
請
求

を
い
ず
れ
も
棄
却
す
べ
き
も
の
と
し
た
。

地
方
税
の
賦
課
決
定
に
基
づ
き
滞
納

処
分
に
よ
る
徴
収
が
さ
れ
、
徴
収
さ
れ

た
金
銭
が
当
該
地
方
税
に
充
当
さ
れ
た

後
、
当
該
地
方
税
に
つ
い
て
減
額
賦
課

決
定
が
さ
れ
た
場
合
、
当
該
減
額
賦
課

決
定
に
係
る
税
額
を
超
え
て
徴
収
さ
れ

た
金
銭
に
つ
い
て
は
、
徴
収
の
時
点
か

ら
法
律
上
の
原
因
を
欠
い
て
い
た
も
の

で
あ
る
か
ら
、
そ
の
ま
ま
過
納
金
と
し

て
還
付
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
徴

収
当
時
他
に
滞
納
税
が
存
在
し
た
と
き

で
あ
っ
て
も
、
当
該
他
の
滞
納
税
に
充

当
さ
れ
た
も
の
と
し
て
延
滞
金
等
を
計

算
す
る
法
的
根
拠
は
存
在
し
な
い
。

４　

し
か
し
な
が
ら
、
原
審
の
上
記

判
断
は
是
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

税
に
充
当
さ
れ
て
い
た
も
の
に
つ
き
、

そ
れ
ぞ
れ
直
ち
に
そ
の
金
額
に
相
当
す

る
過
納
金
が
生
じ
た
も
の
と
し
て
扱

い
、
こ
れ
を
当
該
差
押
え
に
係
る
地
方

税
の
う
ち
そ
の
配
当
時
に
存
在
し
て
い

た
他
の
年
度
分
の
市
道
民
税
に
充
当
さ

れ
た
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
な
く
算
定

し
た
各
年
度
分
の
滞
納
税
額
を
基
礎
と

し
て
、
同
別
紙
３
～
５
の
と
お
り
、
本

件
各
減
額
賦
課
決
定
に
よ
る
減
額
後
の

本
件
市
道
民
税
に
係
る
延
滞
金
の
額
を

算
出
し
た
。

（
６
）
本
件
訴
訟
に
お
い
て
、
上
告

人
は
、第
１
審
判
決
別
紙
６
の
と
お
り
、

本
件
各
滞
納
処
分
に
お
い
て
差
押
え
に

係
る
地
方
税
に
配
当
さ
れ
た
金
銭
で

あ
っ
て
、
本
件
各
減
額
賦
課
決
定
が
さ

れ
た
結
果
配
当
時
に
存
在
し
な
か
っ
た

こ
と
と
な
る
年
度
分
の
市
道
民
税
に
充

当
さ
れ
て
い
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
当

該
差
押
え
に
係
る
地
方
税
の
う
ち
そ
の

配
当
時
に
存
在
し
て
い
た
他
の
年
度
分

の
市
道
民
税
に
充
当
さ
れ
る
べ
き
で
あ

り
、
本
件
各
減
額
賦
課
決
定
に
よ
る
減

額
後
の
本
件
市
道
民
税
に
係
る
延
滞
金

の
額
に
つ
い
て
は
、
同
別
紙
７
～
９
の

と
お
り
、
そ
の
充
当
後
の
滞
納
税
額
を

そ
の
理
由
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
１
）
普
通
徴
収
に
係
る
個
人
の
市

町
村
民
税
及
び
道
府
県
民
税（
以
下「
個

人
住
民
税
」
と
い
う
。）
に
つ
い
て
賦

課
決
定
が
さ
れ
た
後
、
当
初
か
ら
当
該

賦
課
決
定
に
お
け
る
税
額
等
の
計
算
に

誤
り
が
あ
っ
た
こ
と
を
理
由
に
減
額
賦

課
決
定
が
さ
れ
た
場
合
、
当
初
の
賦
課

決
定
の
う
ち
減
額
賦
課
決
定
に
よ
り
減

少
し
た
税
額
に
係
る
部
分
は
当
初
の
賦

課
決
定
時
に
遡
っ
て
効
力
を
失
い
、
当

該
部
分
の
個
人
住
民
税
は
当
初
か
ら
存

在
し
な
か
っ
た
こ
と
と
な
る
。
そ
の
た

め
、
当
初
の
賦
課
決
定
に
基
づ
く
個
人

住
民
税
を
差
押
え
に
係
る
地
方
税
と
す

る
滞
納
処
分
に
お
け
る
配
当
金
で
あ
っ

て
、
上
記
減
額
賦
課
決
定
が
さ
れ
た
結

果
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
と
な
る
個
人

住
民
税
に
充
当
さ
れ
て
い
た
も
の
に
つ

い
て
は
、
当
該
充
当
は
対
象
債
権
を
欠

い
て
い
た
も
の
と
し
て
そ
の
効
力
を
有

し
な
い
こ
と
と
な
る
。　

と
こ
ろ
で
、
複
数
の
地
方
税
を
差
押

え
に
係
る
地
方
税
と
す
る
滞
納
処
分
に

お
い
て
、
当
該
差
押
え
に
係
る
地
方
税

に
配
当
さ
れ
た
金
銭
は
、
当
該
複
数
の

地
方
税
の
い
ず
れ
か
に
滞
納
分
が
存
在
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す
る
限
り
、
法
律
上
の
原
因
を
欠
い
て

徴
収
さ
れ
た
も
の
と
な
る
の
で
は
な

く
、
当
該
滞
納
分
に
充
当
さ
れ
る
べ
き

も
の
で
あ
る
。
滞
納
処
分
制
度
が
地
方

税
等
の
滞
納
状
態
の
解
消
を
目
的
と
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
照
ら
せ
ば
、
こ

の
こ
と
は
、
上
記
の
よ
う
に
当
初
の
充

当
が
効
力
を
有
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た

配
当
金
に
つ
い
て
も
同
様
に
妥
当
し
、

当
該
配
当
金
は
、
そ
の
配
当
時
に
お
い

て
差
押
え
に
係
る
地
方
税
の
う
ち
に
他

に
滞
納
分
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
こ

れ
に
充
当
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

仮
に
、
当
該
配
当
金
が
直
ち
に
法
律
上

の
原
因
を
欠
い
て
徴
収
さ
れ
た
過
納
金

に
当
た
る
も
の
と
し
て
還
付
さ
れ
る
と

す
れ
ば
、
そ
の
配
当
時
に
お
い
て
当
該

差
押
え
に
係
る
地
方
税
に
滞
納
分
が
存

在
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
滞
納

状
態
を
解
消
す
る
効
果
が
生
じ
ず
、
当

該
滞
納
状
態
を
基
礎
と
す
る
延
滞
金
が

生
ず
る
こ
と
に
も
な
っ
て
、
滞
納
処
分

制
度
の
上
記
目
的
に
反
す
る
も
の
と
い

わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
、
滞
納
処

分
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
る
趣
旨
に
照

ら
せ
ば
、
上
記
の
よ
う
に
当
初
の
充
当

が
効
力
を
有
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
配

で
あ
っ
て
、
本
件
各
減
額
賦
課
決
定
が

さ
れ
た
結
果
配
当
時
に
存
在
し
な
か
っ

た
こ
と
と
な
る
年
度
分
の
市
道
民
税
に

充
当
さ
れ
て
い
た
も
の
に
つ
き
、
当
該

差
押
え
に
係
る
地
方
税
の
う
ち
そ
の
配

当
時
に
存
在
し
て
い
た
他
の
年
度
分
の

市
道
民
税
に
充
当
さ
れ
た
も
の
と
せ

ず
、
そ
れ
ぞ
れ
直
ち
に
そ
の
金
額
に
相

当
す
る
過
納
金
が
生
じ
た
も
の
と
し

て
、
本
件
各
減
額
賦
課
決
定
に
よ
り
生

じ
た
過
納
金
の
額
を
計
算
し
た
も
の
で

あ
る
か
ら
、
市
長
の
当
該
計
算
に
は
誤

り
が
あ
る
。

５　

以
上
と
異
な
る
原
審
の
判
断
に

は
、
判
決
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
明

ら
か
な
法
令
の
違
反
が
あ
る
。
論
旨
は

こ
の
趣
旨
を
い
う
も
の
と
し
て
理
由
が

あ
り
、
原
判
決
は
破
棄
を
免
れ
な
い
。

そ
し
て
、
被
上
告
人
が
上
告
人
に
還
付

す
べ
き
過
納
金
の
額
等
に
つ
い
て
更
に

審
理
を
尽
く
さ
せ
る
た
め
、
本
件
を
原

審
に
差
し
戻
す
こ
と
と
す
る
。

よ
っ
て
、
裁
判
官
全
員
一
致
の
意
見

で
、
主
文
の
と
お
り
判
決
す
る
。

（
裁
判
長
裁
判
官　

宮
崎
裕
子　

裁

判
官　

戸
倉
三
郎　

裁
判
官　

宇
賀
克

也　

裁
判
官　

林
道
晴　

裁
判
官　

長

嶺
安
政
）

当
金
に
つ
い
て
他
に
充
当
さ
れ
る
べ
き

差
押
え
に
係
る
地
方
税
が
存
在
す
る
場

合
に
は
、
債
務
の
弁
済
に
係
る
画
一
的

か
つ
最
も
公
平
、
妥
当
な
充
当
方
法
で

あ
る
民
法
（
平
成
29
年
法
律
第
44
号
に

よ
る
改
正
前
の
も
の
）
４
８
９
条
の
規

定
に
従
っ
た
充
当
（
以
下
「
法
定
充
当
」

と
い
う
。）
が
さ
れ
る
も
の
と
解
す
べ

き
で
あ
る
。

以
上
に
よ
れ
ば
、
複
数
年
度
分
の
個

人
住
民
税
を
差
押
え
に
係
る
地
方
税
と

す
る
滞
納
処
分
に
お
い
て
、
当
該
差
押

え
に
係
る
地
方
税
に
配
当
さ
れ
た
金
銭

で
あ
っ
て
、
そ
の
後
に
減
額
賦
課
決
定

が
さ
れ
た
結
果
配
当
時
に
存
在
し
な

か
っ
た
こ
と
と
な
る
年
度
分
の
個
人
住

民
税
に
充
当
さ
れ
て
い
た
も
の
は
、
そ

の
配
当
時
に
お
い
て
当
該
差
押
え
に
係

る
地
方
税
の
う
ち
他
の
年
度
分
の
個
人

住
民
税
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
当
該

個
人
住
民
税
に
法
定
充
当
が
さ
れ
る
も

の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

（
２
）
こ
れ
を
本
件
に
つ
い
て
み
る

と
、
市
長
は
、
複
数
年
度
分
の
市
道
民

税
を
差
押
え
に
係
る
地
方
税
と
す
る
本

件
各
滞
納
処
分
に
お
い
て
、
当
該
差
押

え
に
係
る
地
方
税
に
配
当
さ
れ
た
金
銭


